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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークピースのプラズマエッチングの為にチャンバ内で使用されるワークピース用シュ
ラウドにおいて、前記チャンバは、ワークピースに面する上面を有するカソード電極と、
カソード電極の前記上面の径方向外側部分を覆う環状誘電シールドとを含む、ワークピー
ス用シュラウドであって、
　最下面が前記環状誘電シールドの第１上面で位置決めされるように適合された非誘電環
状下部シュラウドと、
　前記環状誘電シールドの前記第１上面の外側に向かって径方向に延びる前記誘電シール
ドの第２上面で位置決めされるように適合された非誘電環状上部シュラウドとを備え、
　前記非誘電環状上部シュラウドは、前記非誘電環状下部シュラウドの上面の外側部分を
覆うと共に、前記非誘電環状下部シュラウドの前記上面の内側部分を覆わない、ワークピ
ース用シュラウド。
【請求項２】
　前記非誘電環状上部シュラウドは、前記非誘電環状下部シュラウドの最上面より高いと
ころにある、請求項１記載のワークピース用シュラウド。
【請求項３】
　前記非誘電環状上部シュラウドの上面は、前記非誘電環状下部シュラウドの最上面に対
し鈍角で向けられた、内方に面して径方向に延びる部分を含む、請求項１または２記載の
ワークピース用シュラウド。
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【請求項４】
　前記環状誘電シールドは、前記第１上面及び前記第２上面の外側に向かって径方向に延
びる外側環状部分を更に備え、
　前記環状誘電シールドの前記外側環状部分は、前記非誘電環状下部シュラウド及び前記
非誘電環状上部シュラウドにより覆われていない、請求項１に記載のワークピース用シュ
ラウド。
【請求項５】
　前記環状誘電シールドの前記外側環状部分の上方に面する全表面は、前記非誘電環状下
部シュラウドの最上面より高いところにある、請求項４に記載のワークピース用シュラウ
ド。
【請求項６】
　前記非誘電環状上部シュラウドの最上面は平面である、請求項１～５のいずれか一項に
記載のワークピース用シュラウド。
【請求項７】
　ワークピースのプラズマ増強型エッチングの為のチャンバ内で使用されるワークピース
用シュラウドであって、
　非誘電環状シュラウドと、
　前記非誘電環状シュラウドの最外径より大きい最内径を有する環状誘電シールドとを備
え、
　前記環状誘電シールドの全体は、前記非誘電環状シュラウドの周囲の外側にあり、
　前記環状誘電シールドの最上面は、前記非誘電環状シュラウドの最上面より高いところ
にあり、
　前記非誘電環状シュラウドの最上面は平面である、ワークピース用シュラウド。
【請求項８】
　前記環状誘電シールドの上面は、前記非誘電環状シュラウドの最上面に対し鈍角で向け
られた、内方に面して径方向に延びる部分を含む、請求項７に記載のワークピース用シュ
ラウド。
【請求項９】
　各非誘電環状シュラウドは、シリコンで構成される、請求項１～８のいずれか一項に記
載のワークピース用シュラウド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（関連出願に対する説明）
本特許出願は、「Apparatus for Improving Wafer and Chuck Edge Protection（ウェー
ハ及びチャックエッジ保護を改善する装置）」と称するBryan Pu et elによって1996年11
月29日出願の出願番号SN 08/758,531の一部継続出願であり、且つ「Magnetically-Enhanc
ed Plasma Chamber with Non-Uniform Magnetic Field（不平等磁界を有する磁気的強化
プラズマチャンバ）」と称するHongching Shan et elによって1997年1月2日出願の出願番
号SN 08/735.444の一部継続出願である。
【０００２】
（発明の分野）
本発明は、一般に、半導体ワークピースがプラズマチャンバに取り付けられる電極に関す
る。特に、本発明は、チャンバで行われる半導体製造プロセスの空間均一性を改善するこ
とが可能であるワークピースを取り囲むカラー又はリングに関する。
【０００３】
（発明の背景）
プラズマ援用エッチング又は化学堆積などの様々な半導体製造プロセスは、半導体ワーク
ピース２０が、メタル電極２２に取り付けられるプラズマチャンバで行われる（図１及び
図２参照）。ワークピース２０が、円形半導体ウェーハであるとき、電極２２は、一般に
、ウェーハが位置を占める円形上面を有する。一般に、プロセス試薬ガスの混合物は、チ
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ャンバに供給され、ポンプは、チャンバ内に真空を維持する。電源は、プロセスガス混合
物をプラズマ状態に励起する。一般に、高周波（ＲＦ）電源２４は、プラズマ本体に対し
て負バイアス電圧を電極に生成するように容量性に電極２２に結合される。バイアス電圧
は、所望の製造プロセスを促進するようにワークピースに衝撃を与えるためにイオンを誘
引する。それが陰電気を帯びてバイアスをかけられるので、電極２２は、陰極電極又は陰
極と呼ばれることが多い。
【０００４】
プラズマプロセスチャンバを設計する１つの目的は、チャンバで行われるプラズマ強化プ
ロセスの反応速度を最大化することである。プロセス速度は、プラズマからワークピース
よりむしろ陰極の陰極衝撃露呈部分にイオン束のあらゆる部分にまで好ましくなく減速さ
れる。結果的に、ワークピース２０の方にＲＦ電流の流れを集束するために、従来は、プ
ラズマと陰極の側との間のＲＦ電流の流れに高い電気インピーダンスを与えるのに十分厚
い誘電側シールド２８で陰極２２の側をカバーしていた。
【０００５】
従来の多くのプラズマチャンバにおいて、陰極２２は、ワークピースより実質的に大きい
直径を有している。プラズマとワークピースの周辺外側の陰極の部分との間にＲＦ電流の
流れを保護するために、陰極のその部分は、従来、誘電上部シールド又はカラー３０によ
ってカバーされていた。側部シールド２８のように、上部シールド３０は、十分に厚く、
その電気インピーダンスは、プラズマとワークピースの周辺の外側の陰極の部分との間の
ＲＦ電流の流れをごくわずかなレベルに減少する。
【０００６】
従来の誘電シールド２８，３０についての１つの問題は、プロセスの化学現象により、上
部シールド３０の露呈表面は、プラズマにある幾つかの化学種に腐食されることがあるの
で、上部シールドは定期的に取り換えられる必要があることである。上部シールド３０が
ないチャンバにおいて、側部シールド２８はプラズマに露呈され、同様な腐食問題を欠点
として持つ。チャンバが閉鎖される間、製造工程ラインを中止する必要があるので、頻繁
に取り換えることは好ましくない。誘電シールドの腐食は、誘電層をエッチングする腐食
液種が誘電体カラーをエッチングするので、特に、半導体ワークピースのエッチング誘電
層のためのプロセスにとって厳しいものである。
【０００７】
半導体プロセスプラズマチャンバを設計する他の目的は、ワークピースの表面の製造プロ
セスの空間均一性を達成することである。例えば、反応イオン、腐食プロセス及び化学堆
積プロセスにおいて、プロセス速度（即ち、腐食速度及び堆積速度それぞれに）は、反応
種が周辺近くよりもワークピースの中心近くにより減損されるので、周辺よりワークピー
スの中心が遅い。換言すれば、そのようなプロセスは、半径方向不均一性をこうむる。
【０００８】
半径方向の大きさの空間均一性を改善する１つの従来の方法は、時には集束リングと呼ば
れる高架円筒形カラー又はシュラウドでワークピースの周辺を取り囲むことである。高架
カラーは、少なくとも３つの効果を生じ、その２つは、一般に、ウェーハの周辺近くのプ
ロセス速度を減少する。高架カラー又はシュラウドの１つの効果は、ウェーハ中心近くの
空乏により合致するため、ウェーハ周辺近くの反応種の空乏を増加するために、カラーが
、カラー外側の反応プロセスガスをウェーハの方に移動しないようにすることである。高
架カラーの他の効果は、それがワークピース周辺外側のプラズマシース上方軸方向に変位
し、それによって、更にワークピース周辺からプラズマシースを移動し、その結果として
、ワークピースの周辺近くの反応種集束を減少する。第３の効果は、高架カラーが、行わ
れる特定のプロセスの化学現象により、ウェーハ周辺近くのプロセス速度を増大するか、
或いは減少するかの何れかであるウェーハの周辺近くの反応種の常駐時間を増大すること
である。
【０００９】
高架カラー又はシュラウドは、上述の効果を達成するために誘電物質である必要はない。
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しかし、高架カラーが誘電物質を含んでいない場合、それは、更にプラズマからワークピ
ース周辺外側の陰極の部分にイオン束を迂回することを減少する初期に記述した機能を行
うことが可能である。図１に示す従来の設計において、誘電体カラー３０は、高架カラー
と誘電体シールドとの両方の以前に記述した機能を兼ね合わせるように、ウェーハの表面
の上軸方向に延びている。
【００１０】
従来の高架カラーは、半導体製造プロセスの空間均一性を改良するするが、更に空間均一
性の改良が好ましいことも判明した。
【００１１】
（発明の概要）
本発明の１つの態様は、特に、酸化物腐食プロセスと、誘電物質と高度に反応するプラズ
マ援用半導体製造プロセスとに有用である。本発明のこの態様において、プラズマからの
イオン衝撃にさらされる陰極電極の部分は、誘電体シールドによってカバーされ、そのシ
ールドは、非誘電物質の保護リングによってカバーされている。この保護リングは、高度
に、プロセスガスと反応しない、又はプロセスガスの腐食に耐性のある物質から成る。
【００１２】
そのような保護リングは、根本的な誘電体より遅い速度で腐食され、それによって、従来
の誘電体シールドの取り換え回数を減少することが可能となる。保護リングは、更に、プ
ロセスガスを有する誘電リングの反応によって放出される反応種が半導体製造プロセスを
反対に影響を及ぼさないようにすることが可能である。
【００１３】
また、プロセスガスと反応しない代わりに、保護リングは、半導体製造プロセスの性能を
反対に影響を及ぼさないように、プロセスガスと反応する物質から構成されることが可能
である。
【００１４】
シリコンウェーハの酸化物腐食プロセスにおいて、誘電体シールドは、石英であることが
好ましく、非反応性保護リングは、シリコンであることが好ましい。
【００１５】
本発明の第２態様で、誘電体シールドは、軸方向に厚いアウタシールドと、ワークピース
の周辺を取り囲む軸方向に薄いインナシールドとを備えている。厚いアウタ誘電体シール
ドは、プラズマからアウタシールドによってカバーされている陰極の部分にイオン束を減
少するため、比較的高いＲＦインピーダンスを供給する。薄いインナ誘電体シールドは、
プラズマからワークピースの周辺外側の陰極の部分にイオン束を増進する低いＲＦインピ
ーダンスを供給する。その結果として、薄いインナ誘電体シールドは、ワークピースの周
辺を超えてプラズマシースを延び、それによって、周辺近くのプラズマシースにおいてあ
らゆる断絶を減少する。インナ誘電体シールドの軸方向の厚さは、ワークピースの上のプ
ラズマプロセスの半径方向均一性を最も効果的にするために、経験に基づいて調節される
ことが好ましい。
【００１６】
そのような誘電体シールドの任意の実施形態において、非誘電カラーは、薄いインナシー
ルドの少なくとも１部分をカバーし、ワークピースの表面の上軸方向に延びる。それがワ
ークピースの上に延びるので、非誘電カラーは、反応プロセスガスがワークピースの方に
移動させないことによって従来の高架カラー又は集束リングのように機能し、カラーが、
ワークピース中心近くの空乏により厳密に合致するように、ワークピース周辺近くの反応
種の空乏を増大する。しかし、従来の設計とは違って、本発明の実施形態は、インナ誘電
体シールドの厚さと非誘電カラーの高さとをプラズマプロセスの半径方向均一性を最も効
果的にするために独立して調整させることが可能である。
【００１７】
本発明の第３の態様において、非誘電リングは、ワークピースを取り囲み、電気的に接触
する。このような非誘電リングは、ワークピースの周辺近くのプラズマシースにおいて断
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絶を減少するか、或いは回避することによって、半導体製造プロセスの空間均一性を改善
することが可能である。
【００１８】
本発明の第４の態様において、プロセス性能の方位角不均一性は、ワークピースを取り囲
む誘電体シールド及び／又は高架カラーの大きさの対応する方位角変形によって改善され
ることが可能である。
【００１９】
本発明の第５の態様において、ワークピースの周辺に隣接したプロセスキットの部分の腐
食は、ワークピースの表面に対して１１０°から１４５°の角度で方向付けされる高架部
分を有するカラーでワークピースを取り囲むことによって最小とされる。
【００２０】
（好ましい実施形態の詳細な説明）
１．従来のプラズマチャンバ
図２は、本発明に使用されることが可能な一般の半導体製造プロセスを示している。図示
したチャンバは、エッチング或いは化学堆積（ＣＶＤ）の何れかに適する磁気的強化プラ
ズマチャンバである。
【００２１】
真空チャンバは、円筒形側面壁１２と、円形底面壁１４と、円形上面壁又はリド１６とに
よって囲まれている。電気的に接地された陽極電極１８は、リド１６の底部に取り付けら
れている。陽極電極は、プロセスガスがチャンバに入るガス入口として機能するように穴
が開けられている。側面壁１２は、誘電性又は金属性である。それが金属性の場合、陽極
の部分として機能する。
【００２２】
半導体ウェーハ又はワークピース２０は、順番に、チャンバの下方端部に取り付けられる
陰極電極２２に取り付けられる。ワークピース２０は、一般に、機械的締め付けリング又
は静電チャック（図示せず）などの従来のチャックによって陰極２２の上面に対して締め
付けられるか、或いは保持される。図示しない真空ポンプは、排気マニホルド２３を通し
てチャンバからガスを排気し、エッチング及びＣＶＤプロセスそれぞれに典型的である高
低の範囲を有する、一般的に、１０ミリトールから２０トールの範囲でのプラズマの作成
を促進するのに十分低いレベルでチャンバの全ガス圧を維持する。
【００２３】
高周波（ＲＦ）電源２４は、直列結合コンデンサ２６を介して陰極電極２２に接続される
。ＲＦ給電は、チャンバ内のガスをプラズマ状態に励磁する陰極電極と接地された陽極電
極１８との間にＲＦ電圧を供給する。プラズマ本体は、陰極と陽極電極とに衝撃を与える
ためにイオン化プロセスガス構成要素を促進する陰極と陽極とに対してタイム平均陽極Ｄ
Ｃポテンシャル又は電圧を有している。
【００２４】
ウェーハ２０の表面の反応種及び荷電粒子の集束を最大化するために、それによって、チ
ャンバで行われるプラズマ強化プロセスの反応速度を最大化するために、プラズマと陰極
電極２２との間のＲＦ電流の流れはできる限り多く、陰極の前部表面にウェーハ２０によ
って占められる領域に集束されるべきである。そのために、ウェーハによってカバーされ
ていない陰極のすべての前部と側部表面は、従来、薄い誘電体でカバーされている。図２
は、誘電シリンダ２８が、陰極の側部表面をカバーし、誘電体シールド３０が、ウェーハ
２０の周辺外側にある陰極の上面に置かれ、且つカバーする。（図２に示される誘電体シ
ールド３０及び保護リング５０は従来のものでないが、以下に記述する本発明の実施形態
のものである。）
２．誘電体シールドの腐食を保護する保護リング
図２及び図３は、誘電体シールド３０の半径方向インナ部分３８の上に広がる、即ち、ウ
ェーハ２０の周辺に密接する誘電体の上に広がる保護リング又は耐腐食リング５０を示し
ている。
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【００２５】
誘電体シールド又はカラー３０、及び保護リング５０は、これら２つのコンポーネントの
何れかが、顕著に腐食されたとき、定期的に取り換えられる必要がある「プロセスキット
」を共に構成する。連続するウェーハがチャンバで処理されるとき、プロセスキットは徐
々に腐食する。プロセスキットのコンポーネントの大きさは、プラズマ密度と、ウェーハ
の端部近くのプロセスガスの分配とに影響を及ぼすので、連続的な腐食は、チャンバで行
われる半導体製造プロセスの特性を変える。そのため、プロセスの一貫性及び均一性を維
持するには、一般に、これらのコンポーネントがかなり腐食された場合、取り換える必要
がある。
【００２６】
保護リング（図１を参照）のない従来の誘電体シールド３０において、通常ウェーハ２０
の周辺外側の誘電体の露呈表面１０４は、最も早く腐食する誘電体シールドの部分である
。薄い誘電体３０により、プラズマがウェーハの周辺を超えてかなり延びることを防止し
、それによって、腐食の一因となるイオンの束を減少するので、腐食の問題は、ウェーハ
周辺から徐々に外側の点に減少される。
【００２７】
プラズマチャンバで行われるプロセスの化学現象により、耐腐食保護リング５０を有する
誘電体シールドの露呈インナ表面１０４をカバーすることは、画期的に腐食を減少し、プ
ロセスキットの寿命を延ばすことが可能である。
【００２８】
図３の実施形態のインナ誘電体シールド３８は、図１の従来の設計より軸方向に薄く、半
径方向に広い。これは、下記で十分に説明される本発明の別の態様である。簡単に、イン
ナシールド３８は、陰極２２とプラズマ４０との間に特定量のＲＦパワーを、インナシー
ルを介して結合するために薄く、それによって、ワークピース２０の周辺を超えて外側半
径方向にプラズマを延長する。図４は、図３の実施形態におけるよりもインナシールド３
８が半径方向に広く、それによって、更に外側半径方向にプラズマを延長する別の実施形
態を示している。両実施形態において、インナ誘電体シールド３８は、薄く、陰極とプラ
ズマとの間のかなりのＲＦパワーを結合するのに十分であるので、プラズマからインナ誘
電体シールドの方に、インナ誘電体シールドの露呈部分の腐食を促進するたくさんのイオ
ン束がある。このような腐食を防止するために、保護リング５０が、誘電体シールド３０
の薄いインナ部分３８の露呈上部全表面をカバーすべきである。
【００２９】
耐腐食リング５０は、チャンバで行われる特定のプラズマ強化プロセスの周囲環境のイン
ナシールド３８の誘電物質よりも腐食に耐える物質から構成される。インナ誘電体シール
ド３８が、プロセスガスにより腐食されやすい場合、そのときには、実質的により耐腐食
性の物質の最良のものは、金属又は半導体などの非誘電体物質が好ましい。
【００３０】
ワークピース２０の誘電層をエッチングするプラズマ強化プロセスにおいて、ワークピー
スの誘電体を腐食するプロセスガス成分は、誘電体シールド３０を腐食するようである。
例えば、薄いインナ部分３８を含む誘電体シールド３０は、１枚の石英としての条件を満
たすことが好ましい。石英は、プロセスチャンバに汚染物質を放出するのを回避するのに
重要である非常に低い不純物濃度で使用可能であるので都合がよい。しかし、腐食される
か鉱物の誘電層が、二酸化ケイ素である場合、そのときには、それは、化学的に石英と同
一であり、腐食プロセスは、石英シールド３０を腐食する。結果的に、二酸化ケイ素腐食
チャンバにおいて、保護リング５０は、腐食からプロセスキットを保護するのに非常に好
都合である。
【００３１】
二酸化ケイ素腐食チャンバにおいて、保護リング５０は、純シリコンで構成されることが
好ましい。シリコンは、酸化物腐食プロセスに一般に使用される反応種による腐食に耐性
であるので、またそれは、チャンバに汚染物質を放出するのを回避するように、非常に低
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い不純物濃度を有する形状で使用可能であるので、好都合である。単一の結晶シリコンは
、高純度で使用できるので、好ましい。
【００３２】
シリコンウェーハに二酸化ケイ素をエッチングする標準プロセスを用いる本テストにおい
て、シリコン保護リング５０は、石英の腐食速度より少なくとも１０倍遅い速度で腐食さ
れる。シリコン保護リングが、腐食のため顕著な凹状表面になり始めるとき、誘電体シー
ルド３０を取り換えることなく、シリコンリングは、簡単に取り換えられることが可能で
ある。更に、シリコンリングの有効寿命は、上面が凹状になった後、それを逆にして２倍
にすることが可能である。
【００３３】
逆に言えば、誘電体インナシールド３８は、別の簡単に使用可能な物質と同じ耐腐食性で
ある場合、保護リング５０は、省かれることが可能である。例えば、石英シールドが、金
属エッチング及びシリコンエッチングに一般に用いられる反応種による腐食に対して耐性
であるので、保護リング５０は、金属又はシリコンをエッチングするために使用されるチ
ャンバには不必要である。
【００３４】
保護リング５０が、シリコンなどの非誘電物質である場合、またウェーハ２０が、電気的
に陰極２２から絶縁されている場合（ウェーハが、陰極とウェーハとの間に誘電層５２を
有する静電チャックによって陰極に取り付けられている場合のように）、そのとき、それ
は、一般に、陰極の隣接して表面５４から非誘電保護リング５０を電気的に絶縁すること
が好都合である。ウェーハが陰極から絶縁されるが、非誘電リングが絶縁されない場合、
非誘電リングは、ウェーハより低いインピーダンスによって陰極に結合され、ウェーハを
通る代わりに、シリコンリングを通ってプラズマに結合される過度のＲＦパワーを生ずる
結果となる。
【００３５】
陰極と非誘電保護リング５０との間の電気絶縁は、保護リングに隣接した陰極の表面５４
の酸化物又は他の誘電体の層になり得る。好ましい実施形態において、陰極は、アルミニ
ウムであり、酸化物層は、陰極の外側全表面を陽極酸化処理することによって得られる。
或いは、非誘電保護リング５０は、保護リングと陰極との間の間隙を維持するように誘電
体シールドに取り付けられることが可能であり、真空間隙が、リング５０と陰極との間に
電気絶縁を設ける。
３．誘電体シールドがプロセス化学現象を変えないようにする保護リング
記述された（図２から図４に示される２つの実施形態によって例示された）保護リング５
０は、プロセスキットの寿命を延ばすほかに、他の利点を有している。幾つかの半導体製
造プロセスにおいて、誘電体シールド３０は、シールド付近の、即ち、ワークピース２０
の周辺近くで、製造化学現象を変える化学種を放出するように、プロセスガスの化学現象
と反応したり、或いはイオン衝撃によって腐食されたりする。ワークピースの周辺近くの
プロセス化学現象（例えば、様々な化学種の割合）が、ワークピースの中心近く化学現象
と異なる場合、製造プロセスの性能は、対応する半径方向不均一性を有する。無保護の誘
電体シールド３０によって放出される種と比べて、プロセルガスとの反応がかなり少なく
、又は製造プロセルにより好都合の（又は不都合の少ない）効果を有する化学種を放出す
る物質から構成される場合、本保護リング５０は、プロセス空間均一性を改善することが
可能である。
【００３６】
例えば、石英シールド３０が、スパッタリングすることによって、又はプロセスガスとの
反応によって腐食されるとき、それは、一般に酸素を放出する。特定の半導体製造プロセ
スにおいて、酸素は、反応速度にかなり影響を及ぼす。特に、フォトレジスト平坦化エッ
チングなどの炭化水素エッチングのプロセスは、酸素の濃度増加によって促進される。同
様な効果は、スピン－オン－ガラス（ＳＯＧ）誘電体をエッチングするプロセスで生ずる
。というのは、ＳＯＧが、一般に、かなりの炭素含有量を有しているからである。これら
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の腐食プロセスについて、露呈石英シールド３０は、ウェーハ周辺近くで腐食速度を増大
し、それによって、腐食速度の空間均一性を低下する。
【００３７】
別の例として、石英シールド３０の腐食によって放出される酸素は、ウェーハの二酸化ケ
イ素をエッチングするプロセスに異なる効果を有している。そのような腐食プロセスが、
ウェーハに露呈されるあらゆるシリコンのエッチングに対してできる限り選択的であるこ
とが望ましい。典型的な酸化物腐食プロセスにおいて、酸素は、二酸化ケイ素のエッチン
グを促進しないが、シリコンのエッチングを促進する。その結果、石英シールド３０の腐
食は、一般に、ウェーハの周辺近くの腐食プロセスの選択性を減少する。
【００３８】
両例示において、ウェーハの周辺近くの空間均一性又は選択性の低下は、腐食プロセスに
かなり影響を及ぼす化学種を放出しない物質から構成される保護リング５０を有する石英
シールド３０のインナ部分３８をカバーすることによって改善されることが可能である。
初期に説明されたように、イオン束が、石英シールドの露呈表面とプロセスガスとの間の
反応速度を一般に減速するワークピースの周辺から下に傾いているので、保護リングを有
する石英シールド３０のアウタ部分をカバーする必要はない。
【００３９】
シリコンは、プロセスキットの寿命を延ばすのに効果的であるとして、即ち、誘電体及び
金属をエッチングするのに一般に使用される試薬による腐食に対して良好な耐性及び低い
不純物レベルを有する簡単な利用性として、初期に記述されたのと同一理由で、保護リン
グ５０にとって好ましい物質である。シリコンは、ＣＦ4又はＣＨＦ3などのフッ素含有試
薬を使用する腐食プロセスの均一性を改善するのに別の利点を有している。プラズマのフ
ッ素イオンの高濃度は、一般に、腐食プロセスの選択性を減少する。ワークピースと隣接
してシリコン物質を供給すると、ワークピースに隣接してフッ素イオン濃度を減少するた
め、シリコンは、フッ素イオンと反応し、フッ素イオンを消耗する（「化学的に除去する
」）。例えば、酸化ケイ素をエッチングするためのプロセスにおいて、シリコンリング５
０の存在により、フォトレジストに対する腐食の選択性を改善すると考えられている、即
ち、フォトレジストの腐食速度を減少すると考えられている。
【００４０】
図７は、保護リング５０が誘電体シールド３０の露呈表面のより大きい部分をカバーし、
それによって、腐食から保護される誘電体シールド３０の領域を増大するということを除
いては、図４の設計と類似する別の設計を示している。特に、図示されている保護リング
５０は、上方に面する全表面と、誘電体シールド３０の内方に面する全表面をカバーして
いる。その結果として、図７は、保護リング５０の以前に記述した両機能、即ち、プロセ
スキットの寿命を延ばすことと、誘電体シールド３０とプロセスガスとの間の化学的相互
作用のよって生ずる半導体製造プロセスの空間不均一性を減少することとをさらなる進歩
を設計している。
【００４１】
図５及び図６は、更に、保護リング５０が、図４の設計におけるよりも多い誘電体シール
ドをカバーするが、図７の設計におけるよりも少ない誘電体シールドをカバーする図４と
図７との間の中間の別の設計を示している。特に、図５及び図６において、保護リング５
０は、下部リング５６と上部リング５８とを備え、上部リング５８は、部分的に、又は全
体的に、誘電体シールド３０の内方に面する高架表面３２をカバーしている。プロセスに
より、図５又は図６の設計は、誘電体シールド３０が腐食するのを適切に防止し、それに
よって、プロセスの化学現象を変える。
【００４２】
図７の設計が、特に、石英誘電体シールド３０の腐食から放出される酸素によって強度に
作用されない半導体製造プロセスに好都合であると考えられている。初期に記述したよう
に、そのようなプロセスはフォトレジスト平坦化エッチングプロセスと、スピン－オンー
ガラスエッチングプロセスとを含む。保護リング５０によってカバーされる石英シールド
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３０の領域を増加することは、更に、石英から酸素を放出することを減少する。そのよう
な放出は、ワークピースの中心に対してか鉱物の周辺近くの腐食速度を増大し、それによ
って、ワークピースを上の腐食速度の空間均一性を低下する。
【００４３】
保護シールド５０は、初期に記述したようにフッ素イオンを化学的に除去する利点を有す
るシリコンで構成されることが好ましい。フッ素含有試薬を使用して酸化ケイ素をエッチ
ングするプロセスにおいて、図７の設計は、プラズマに露呈されるシリコンシールド５０
の表面領域を増大するので、ワークピースに隣接したフッ素イオンの濃度を更に減少し、
それによって、腐食プロセスの選択性を改善する。
【００４４】
シリコンシールドの露呈表面領域を増大する１つの可能な利点は、エッチングプロセスの
効果がかなりのもとなり、その温度感度をよりよく表示させることである。プラズマ腐食
チャンバで通常生ずる温度の範囲内で、シリコンシールドの温度を増大すると、フッ素と
の反応性を増大する。その結果、シリコンシールドが、プラズマに対して露呈される大き
な表面領域を有する設計において、良好なプロセスの反復性を確実にするために、シリコ
ンシールドの温度を調整する必要がある。
４．ワークピース近くに低インピーダンス部分を有する誘電体シールド
発明の背景において上記に説明したように、図１に示される従来の誘電体シールド３０は
、２つの機能を行う。第１に、誘電体シールドは、陰極電極２２と誘電体を介してプラズ
マとの間を結合するＲＦ電源に高い電気的インピーダンスを供給するために、軸方向の大
きさに十分薄い。ワークピース２０の周辺外側を結合するこのようなＲＦパワーを最小と
すると、ワークピースで行われる製造プロセスの速度を最小とする。第２に、誘電体シー
ルド３０は、ウェーハ周辺近くとウェーハ中心近くとの反応種濃度の間の相違を減少する
ことによってプロセス性能の半径方向の均一性を改善するように、ワークピースの表面の
上軸方向に延びている。
【００４５】
ウェーハ２０の表面上の製造プロセスの空間均一性は、更に、ＲＦパワーが陰極電極２２
からプラズマ４０に結合されるウェーハを取り囲む環状領域を供給することによって改善
されることが多いということが分かった。そのようなＲＦ結合は、誘電体シールド３０に
、ＲＦインピーダンスが実質的に誘電体シールドの周囲部分の物より小さいインナ部分３
８を備えることによって達成される。陰極２２と、インナ誘電体シールド３８の比較的低
いインピーダンスを介してプラズマとの間を結合するＲＦパワーは、プラズマシース４２
をワークピース２０の周辺を超えて軸方向に延ばす。こうして、ワークピース周辺近くの
プラズマシースのあらゆる不連続性を最小にすることによりワークピース上で行われるプ
ラズマ半導体製造工程の軸上の均一性を向上する。
【００４６】
インナ部分３８を取り囲む誘電体シールド３０の残部は、ワークピースで行われる製造プ
ロセスにかなり貢献するため、ワークピースからかなり離れた領域へのＲＦパワーの結合
を最小とする実質的に、高い電気インピーダンスを有している。ワークピースの周辺外側
を結合するＲＦパワーは、高架カラー３０の厚さ（即ち、軸方向の高さ）を増大すること
によって、また下方誘電性定数を有する誘電物質でそれを製造することによって、最小と
されることが可能である。石英は、チャンバへの汚染物質の放出を最小とするように、非
常に低い不純物レベルで簡単に使用可能なので、高架カラー３０の適切な誘電物質である
。
【００４７】
インナ誘電体シールド３８の電気インピーダンスは、図３に図示されるように、軸方向の
大きさが実質的に薄くインナシールド３８を作成することによって、誘電体シールド３０
の残りのアウタ部分をより小さく作成されることが可能になる。好ましい実施形態におい
て、誘電体シールド３０は、インナ部分３８でより薄い図示された形状に製造される１枚
の石英である。或いは、インナ誘電体シールド３８の電気インピーダンスは、シールド３
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０の残りのアウタ部分より高い誘電定数を有する物質でそれを製造することによって減少
される。
【００４８】
実際問題として、誘電体シールド３０のインナとアウタ部分の電気インピーダンスは、Ｒ
Ｆ周波数で変わる。本特許の明細書に参照されているインピーダンスは、陰極２２に接続
されるＲＦ電源２４の周波数のことであり、この周波数は、好ましい実施形態において１
３．５６ＭＨである。
【００４９】
腐食速度の空間均一性に最も強度に影響を及ぼすプロセスキットの寸法のパラメータは、
薄いインナ誘電体シールド３８の軸方向の厚さ又は深さＤと、薄いインナ誘電体シールド
３８の半径方向の幅Ｗと、プロセスキットの高架部分３０のウェーハの上の高さＨと、高
架部分とウェーハ周辺との間のスペーシングＳとである。（参照文字Ｄ、Ｗ、Ｈ、Ｓは、
図４に適用しているが、他の実施形態にも等しく適用する。）
陰極電極２２とインナ誘電体シールド３８を介してプラズマ４０との間を容量的に結合さ
れるＲＦパワーは、インナ誘電体シールドの電気インピーダンスに反比例する。そのよう
なインピーダンスは、薄いインナ誘電体シールド３８の深さＤによって分割される半径方
向の幅Ｗに比例し、インナ誘電体シールドの物質の誘電率に反比例する。ＲＦパワーの結
合は、インナ誘電体シールド３８上のプラズマプレシース及びシース４２の荷電粒子濃度
において対応する増加を生成し、インナ誘電体シールドの方にイオン束において対応する
増加を生成する。
【００５０】
どの設計が、空間均一性と、特定の半導体製造プロセスのためのスループットとの最善の
組み合わせを供給するのかを決定するために、異なる寸法及び形状を有する誘電体シール
ドと保護リングで実験することは望ましいことである。この節の始めに記述したように、
陰極からウェーハによって占められる領域の外側のプラズマに結合されるＲＦパワーは、
ウェーハ表面でイオンの濃度と反応種とを減少する。その結果、薄いインナ誘電体シール
ド３８を介してＲＦパワーの結合を増大することによって得られる空間均一性におけるど
のような改善も、ウェーハで行われるプロセスの平均速度（即ち、スループット）で結果
として生ずる減少に対して平衡を保つ。
【００５１】
例えば、図４は、半径方向の幅Ｗが、図３に示される実施形態のものよりかなり大きい誘
電体インナシールド３８及び非誘電保護リング５０を示している。（図面を簡単化するた
めに、図４から図６には、図３におけるように、誘電体インナシールド３８とウェーハ２
０との下に配置される陰極電極２２が示されていない。）図４の設計は、ウェーハの端部
近くのプロセスのあらゆる空間不均一性を減少するように、ウェーハの端部を超えて更に
軸方向にプラズマシースを延びるために、図３の設計より好ましい。
【００５２】
誘電体インナシールド３８の半径方向の幅が、それぞれに６ｍｍと１４ｍｍであった図３
及び図４の設計を比較するため、標準二酸化ケイ素腐食プロセスの腐食速度と腐食速度均
一性とが測定された。（誘電体インナシールドの厚さＤは、２つの場合、４ｍｍであった
。）テストにおいて、均一性は、図３と図４との間では差ほど違いはなかった。予期され
るように、更に多くのＲＦパワーが、ウェーハ２０から離れた領域にインナ誘電体シール
ドを通って迂回されたので、腐食速度は、図４の設計においてわずかにより遅かった。そ
の結果、この特定のプロセスについて少なくとも、図３の設計の方が好まれる。
【００５３】
プロセスキットの高架部分３０の高さＨの効果は、かなり複雑である。多くの構成におい
て、高架部分の優れた効果は、高架部分３０が、反応プロセスガスをウェーハの方に移動
させないようにする「陰影」効果又は「空乏」効果である。その結果として、空乏効果は
、ウェーハ中心近くの空乏にかなり密接に合致するため、ウェーハ周辺近くの反応種の空
乏を増大する。一般に、ウェーハ周辺近くの活性種の空乏を増大すると、その周辺近くの
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プロセス速度を減少する。第２に、高架部分は、特定のプロセスが行われる化学現象によ
り、ウェーハ周辺近くのプロセス速度を増大したり、或いは減少したりするウェーハの周
辺近くの反応種の残留時間を増大する「閉じ込め」又は「残留時間」効果を生成する。第
３に、シールドの高架部分は、プラズマシースから下方に加速されるイオン３４が、高架
部分の内方に面する表面３２及びウェーハの方に跳飛３６に衝突するので、ウェーハの周
辺近くのイオン束を増大する「集束」効果を生成する（図３を参照）。集束効果は、ウェ
ーハ表面とウェーハに面する高架部分の面３２との間の角度に強く左右され、ここでは、
１３５°の角度（鉛直面から４５°）が、ウェーハの中心の方にイオンの最大偏向を生成
すると予期される。高架カラーの第４の効果は、ワークピース周辺外側のプラズマシース
上方軸方向に変位し、それによって、ワークピース周辺から更にプラズマシーツを移動し
、その結果として、ワークピースの周辺近くの反応種濃度を減少することである。
【００５４】
上記の節は、プロセス速度における高さＨの効果を記述した。「空乏」効果及び「残留時
間」効果は、そのうえ、腐食プロセスにおける選択性、又は堆積プロセスにおけるフィル
ム品質などのその他のプロセス性能パラメータに影響を及ぼす。本発明は、ワークピース
周辺を超えるＲＦ結合が高架カラー３０の高さを独立して調節させることによって、これ
らの性能のパラメータを最適化する多くのオプションを提供する（「空乏」及び「残留時
間」効果は、効果カラーによって制御される）。
【００５５】
空乏効果、残量時間効果、集束効果及びプラズマ変位効果のすべては、高さＨが増大され
るとき、より著しくなる傾向がある。これらの効果すべては、更に、高架部分の内方面３
２とウェーハの周辺との間の半径方向スペーシングＳによって影響を及ぼされる。集束効
果は、特定のスペーシングＳ（経験に基づいて決定される必要がある）で最大化されるこ
とが予期されるが、その他のこれらの効果は、スペーシングＳを増大すると徐々に減少す
る。
【００５６】
図５は、非誘電保護リング５０が、ウェーハ２０の表面より高く延び、且つ高架シールド
３０のインナ表面３２のような鉛直面から４５°の角度のあるインナとアウタ表面を有す
る第２非誘電リングが配置される図４のリング５０のようなフラットなリング５６から成
る別の設計を示している。高架非誘電リング５８は、図３に示される高架誘電体シールド
３０の類似して配置されるインナ表面３２に類似の方法でウェーハ端部近くに反応種の物
理的構成を供給する。しかし、図３の設計の誘電体シールド３０と対照的に、図５の第２
非誘電リング５８は、ＲＦ電源を備えた陰極２２とプラズマとの間に比較的小さな電気イ
ンピーダンスを押し付け、それによって、図４の設計の薄いインナ誘電体シールド３８を
介してＲＦ結合の高いレベルを保つ。
【００５７】
異なる半径方向の幅を有する異なる非誘電リング５８を取り換えることによって、スペー
シングＳは、インナ誘電体３８の幅Ｗを独立して変えることが可能であり、それによって
、半導体製造プロセスの空間均一性を最適化する別の設計パラメータを供給する。
【００５８】
図６は、第２非誘電リング５８の軸方向の高さが、高架カラー３０の高さの半分であり、
それによって、ウェーハの端部近くに反応種の中間量の物理的閉じ込めを供給する図５と
異なる別の設計を示している。
【００５９】
図５及び図６に示される第２非誘電リング５８が、半径方向の位置の機能として電気イン
ピーダンスの漸進的遷移を供給するように、誘電高架カラー３０のインナ表面３２と重な
り、それによって、ウェーハの端部近くのプラズマシースの均一性を高め、半導体製造プ
ロセスの空間均一性を高める。プラズマシースのあらゆる不連続性を更に減少するために
、第２非誘電リング５８の半径方向アウタ部分は、それが誘電高架カラー３０のインナ部
分３２と重なるとき、徐々に縮小する先細り厚さを有し、それによって、シリコンリング



(12) JP 4602545 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

から高架カラーに電気特性の漸進的遷移を供給する。
【００６０】
誘電体インナシールド３８の所望のインピーダンスに影響を及ぼす別のファクタは、陰極
電極２２にウェーハ２０を保持するために、チャンバが静電チャック５２を使用するかど
うかである（図３を参照）。使用する場合、静電チャックは、陰極とウェーハとの間に誘
電体を挿入し、そのために、陰極とプラズマとの間に容量インピーダンスを挿入する。ウ
ェーハを介して結合されるＲＦパワーと、薄いインナ誘電体シールド３８との間に一定の
平衡を維持するために、インナ誘電体シールドは、静電チャックのインピーダンスに比例
して増大される。インナ誘電体シールド３８のインピーダンスは、半径方向幅Ｗによって
分割される軸方向の厚さＤに比例し、且つ誘電率に反比例する。
【００６１】
図示したシリコン保護リング５０の電気インピーダンスは、インナ誘電体シールド３８の
電気インピーダンスより更に少ないので、陰極電極とプラズマとの間のＲＦパワーの結合
に実質的効果を持たず、そのため、保護リングの軸方向の深さＤ（即ち、厚さ）がウェー
ハを超えるイオン束分配に実質的効果を持たないと考える。実際問題として、シリコンリ
ングが補修作業員によって設置されるとき、偶発的損傷を防止するのに十分な厚さである
べきである。更に、厚いシリコン保護リングは、取り換えられる前に、更に腐食に耐える
ことが可能である。
例示
保護リング５０と改良された薄いインナ部分３８を有する誘電体シールドとを備える図４
の本発明の設計と図１の従来の誘電体シールド３０を比較した。
【００６２】
テストは、図９Ａ及び図９Ｂに示されている磁気的強化したプラズマチャンバで２００ｍ
ｍの直径のシリコンウェーハ２０から二酸化ケイ素の層をエッチングするプロセスを使用
して行われた。ＤＣ電源は、２つの隣接した電磁コイル７１と７４のそれぞれに４Ａの電
流供給し、ウェーハの中心での磁界の強さは、約３０Ｇであった。その他の２つのコイル
７２，７３には電流は供給されなかった。プロセスガスの流量は、４５ｓｃｃｍＣＨＦ3

、１５ｓｃｃｍＣＦ4、及び１５０ｓｃｃｍＡｒであった。チャンバ圧力は、２００ｍＴ
であった。ＲＦ電源２４は１３．５６ＭＨｚで１０００ワットのパワーを陰極線２２に供
給する。各ウェーハは、６０秒間腐食され、その結果、二酸化ケイ素は約４０００オング
ストロームから４４００オングストローム、ウェーハ表面から腐食された。
【００６３】
図１１Ａ及び図１１Ｂは、ウェーハの表面の腐食速度の相違を示した干渉計によって生成
されたアイソメトリックチャートである。太くて黒いアイソメトリックラインは、中間の
腐食速度を表わしている。プラス符号及びマイナス符号は、それぞれに中間より速い腐食
速度及び遅い腐食速度を表わしている。各アイソメトリックラインの間のインクレメント
（増分）は、１００オングストローム／分である。
【００６４】
図１１Ａは、ウェーハの端部より下に８ｍｍ、且つウェーハの周辺外側のシールドの高架
部分で１５ｍｍの厚さ又は深さＤを有する図１に示される従来の誘電体シールドの結果を
示している。図１１Ｂは、半径方向幅Ｗが１４ｍｍ、厚さ又は深さＤが４ｍｍの薄いイン
ナ部分３８を有する図４の改良された誘電体シールド３０の結果を示している。
【００６５】
図１の従来の設計と比較すれば、図４の改良された誘電体シールドは、最小腐食速度及び
最大腐食速度の中間からの偏差を減少し、中間からの最も悪い負偏差は、－１０６０から
－８５０オングストローム／分に減少され、中間からの最も悪い正偏差は、＋１２５０か
ら＋１０５０オングストローム／分に減少された。５．ウェーハを電気的に接触する非誘
電リング
図８Ａ及び図８Ｂは、半導体ワークピース又はウェーハ２０が、周囲非誘電リング５０又
は６０に対して押され、そして電気的に接触される別のプロセスキット設計を示している
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。良好な電気的接触を確実にするために、プロセスキットは、ウェーハ２０と非誘電リン
グ６０との間に均一圧力を印可するため、ばね又はエラストマを備えている。図８Ａ及び
ず８Ｂに示される実施形態において、エラストマは、非誘電リング５０又は６０に対して
上方圧力を印可し、それによって、ウェーハに対して非誘電リングを押す静止下方部分６
６と可動弾性のあるリップシール６８とを有するＯ－リングである。
【００６６】
図８Ａの設計において、非誘電リング５０は、図３の設計と同一であるが、誘電体シール
ド３０のインナ部分３８は、エストラマ－６６，６８と取り換えられる。図８Ｂの設計は
、下記に記述される特有の非誘電リング６０を使用している。
【００６７】
図８Ａ及び図８Ｂの設計において、非誘電リングは、電気的にウェーハと接触するので、
非誘電リングは、効果的に、ウェーハを電気的に延長し、このため、陰極電極２２を電気
的に延長することになる。その結果として、これらの設計は、非誘電リング６０下の陰極
電極の部分をカバーするためのあらゆる誘電体インナシールド３８を必要としない。
【００６８】
ウェーハ２０の端部上方のプラズマシースの連続性を最大化するために、非誘電リング５
０又は６０は、ウェーハ基板と同一の物質で構成されるべきである。特に、ワークピース
２０がシリコンウェーハである場合、非誘電リングはシリコンであることが好ましい。
【００６９】
図８Ａ及び図８Ｂの設計において、シリコンリング５０又は６０を介して結合されるＲＦ
パワーは、シリコンリング５０又は６０がワークピース２０の周辺外側に延びる半径方向
の幅Ｗ′に比例する。結合されたＲＦパワーは、更に、シリコンリングの電気抵抗に反比
例する。これを図３から図７と比較すると、そのようなパワーは、インナ誘電体シールド
３８の幅Ｗに比例する。
【００７０】
ウェーハ２０が除去される場合、弾性リング６６，６８が定位置から移動しないように、
弾性リングの静止下方部分６６が、誘電体シールド３０と陰極電極２０との間に密接して
取り付けることが好ましい。
【００７１】
シリコンリング５０又は６０は、自由に上下に移動するので、シリコンリングと誘電体シ
ールド３０との間に多少の間隙がある。この間隙は、プラズマがこの間隙を貫通するのを
防ぎ、ばね６８、静電チャック５２、ウェーハ２０の外側などに達するのを防ぐのに十分
な程度小さいことが好ましい。この間隙は、周知のようにチャンバ圧力又はそのたのファ
クタの機能であるプラズマシースの幅より小さくて十分である。
【００７２】
ウェーハ２０に下方締め付け力がないと、ばね又はエラストマ６８が、静電チェック５２
の上面上にそれを上げるために、シリコンリング６０を押し上げる。その結果、ウェーハ
２０が、最初に、チャンバに運ばれ、静電チャック５２の上に置かれるとき、ウェーハは
、静電チャックよりむしろ高架シリコンリング６０に載せられる。ウェーハ底部表面とチ
ャック上面との間の結果として生ずる間隙が、非常に大きい場合、チャック）は、チャッ
クの上面に対してウェーハを締め付けるように、エラストマ６８のばねの力に打ち勝つた
めの十分な静電力をウェーハに生成することができない。この問題を防止するために、エ
ラストマ６８が、静電チャックが開けられる前に、わずかの量だけシリコンリング６０と
ウェーハ２０とを上げるように、上方に制限して延長されることである。チャックされて
いない（抑制されていない）ウェーハの最大許容上昇は、エラストマが弱いばね係数を有
する場合、又は静電チャックが強い場合、より大きい。本プロトタイプにおけるチャック
されていないウェーハの上昇は、静電チャック５２の上、約０．０００３から０．０１０
インチ（０．０８から０．２５ｍｍ）であることが統計的に予測される。しかし、チャン
バ内が真空であるので、ウェーハの上昇を測定することは難しい。
【００７３】
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逆に言えば、ウェーハが、静電チャックによってではなくむしろ機械的クランプによって
陰極電極に取り付けられる場合、エラストマがシリコンリングを上げる量を制限する必要
がない。
【００７４】
ウェーハ２０が、ウェーハが誘電層５２を有する静電チャックによって陰極に取り付けら
れる場合のように、電気的に陰極から絶縁される場合、陰極からシリコンリング５０又は
６０を電気的に絶縁することが重要である。電気的絶縁は、陰極がアルミニウムである場
合、陰極の表面を陽極酸化処理して得られる。ウェーハが陰極から絶縁されるが、シリコ
ンリングが絶縁されない場合、シリコンリングは、ウェーハより下方のインピーダンスを
介して陰極に結合されることが可能である。その結果、過度のＲＦパワーはウェーハでな
くシリコンリングを介して転送される。
【００７５】
すべての点で従来のプラズマ腐食チャンバにおいて図３と図８Ａとの実施形態を比較する
テストを行った。シリコンウェーハの二酸化ケイ素をエッチングするプロセスにおいて、
図３の設計と比べて図８Ａの設計では、約３０パーセント良い空間均一性の腐食速度を測
定した。
【００７６】
図８Ｂは、図８Ａの実施形態の簡単な環状非誘電リング５０より複雑な形状の非誘電リン
グ６０を有する実施形態を示している。
【００７７】
図８Ｂの設計の１つの特有な特徴は、シリコンリング６０が段付き表面を有していること
である。特に、ウェーハ２０の周辺外側にあるシリコンリング６０の部分６４は、ウェー
ハの下にあるシリコンの部分６２の上面に対してわずかに高く上げられている上面を有し
ている。１段高い上面６４は、ウェーハの周辺に隣接したプラズマシースにおける不連続
性を最小とするように、ウェーハの上面と平面であるのに十分であるほど上げられ、それ
によって、ウェーハで行われるプロセスの空間均一性を高める。
【００７８】
プラズマシースにおけるあらゆる不連続性更に減少するために、シリコンリングのアウタ
部分６４は、それが高架誘電カラー３０のインナ部分３２とオーバラップするとき徐々に
縮小する先細りの厚さを有し、それによって、シリコンリングから高架カラーへと電気的
特徴の漸進的遷移を行う。
【００７９】
本テストにおいて、図８Ｂのこれらの特徴は、図８Ａの簡単な設計より空間均一性の良好
な腐食速度を計れるほどには示さなかった。シリコンリング５０が、簡単に製造されるの
で、またシリコンリングが、腐食されるときサービス寿命期間を２倍にするために、シリ
コンリングが、さかさまに裏返えせるので、一般に、図８Ａの設計の方が好まれている。
６．カラー又は誘電体シールドの方位角変化
プラズマ強化半導体製造プロセスの空間均一性は、プロセスチャンバのコンポーネントの
形状又は機械的レイアウトの非対称又は不均一性によって損なわれる。特に、ワークピー
スが、円形半導体ウェーハである場合、プロセスは、プロセスチャンバコンポーネントが
ウェーハの軸に対して円筒形的に対称でない場合、方位角の不均一性を有する。本発明の
１つの態様において、これらの方位角不均一性は、高架カラー及び／又はワークピースを
取り囲む誘電体シールドの大きさにおいて対応する方位角の変化によってオフセットされ
る。
【００８０】
図９Ａ及び図９Ｂは、円筒形非対称の２つの電源を有する従来のプロセスチャンバを示し
ている。図示されたチャンバは、本特許明細書に参照として記載されている元のままの内
容であるＱｉａｎらに一般に譲渡された米国特許第５，５３４，１０８号において詳細に
記述されている磁気的強化反応イオン腐食（ＭＥＲＩＥ）チャンバである。チャンバ壁１
２は、円筒形インナ表面と、横断面が八辺形であるアウタ表面とを有している。八辺形の



(15) JP 4602545 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

アウタ表面の互い違いの面に取り付けられた４つの電磁コイル７１，７２，７３，７４が
、チャンバ壁のまわり配置されている。図示されていない電源は、ウェーハの平面に平衡
であり、またウェーハの軸まわりにゆっくり回転する磁界を生成するように、４つの電磁
石に電流を供給する。（図９Ａは、取り付けられるウェーハ２０を持たない上面陰極２２
を示している。ウェーハの平面は、本質的に陰極２２の図示されている上面の平面と同一
である。）緩慢な回転は、「直角位相」の電磁石を駆動して、即ち、第２コイル及び第４
コイル７２，７４に印可される制限電流を有する位相から９０°である第１コイル及び第
３コイル７１，７３に印可される正弦電流を有する４つの磁気コイルに低周波数正弦電流
を供給して達成される。
【００８１】
磁界を保持する理由は、ウェーハで行われる腐食プロセスの方位角対称を最小とするため
である。しかし、方位角非対称は、前述のＱｉａｎら特許に述べられているように、各電
磁石の軸近くのタイム平均磁界（即ち、０°、９０°，１８０°及び２７０°の方位角で
）隣接した電磁石コイルの端部に密接する位置７６近くのタイム平均磁界より少ない（即
ち、４５°，１３５°，２２５°及び３１５°の方位角で）。その結果として、ウェーハ
の周辺近くのプロセス速度は、４５°の奇数マルチプルである方位角より９０°のマルチ
プルである方位角で低い。
【００８２】
図９Ａに示されているチャンバの別の方位角非対称は、ロボットアーム７９が、チャンバ
の中又は外にウェーハ２０を運ぶチャンバの壁の開口又はスリット７８から生ずる。スリ
ット７８は、プロセスガス試薬の量がウェーハの慮域でスリット内側のプロセスガスの量
によって効果的に増大される化学的反応に有効なので、スリット近く（即ち、図示されて
いるチャンバの９０°方位角近く）のウェーハの領域でプロセスの特性を変えることが分
かった。例えば、腐食液としてＣＨＦ3及びＣＦ4の混合物を使用してウェーハの窒化ケイ
素誘電層をエッチングするプロセスにおいて、スリットバルブに密接する（即ち、９０°
の方位角で）ウェーハの周辺近くでより高い腐食速度であることが分かった。この方位角
不均一性は、その位置で誘電体を腐食するのに有効であるフッ素イオンの量が多いことを
示す。
【００８３】
本発明において、プロセスの性能におけるそのような方位角不均一性は、チャンバ非対称
によるプロセスの性能における方位角不均一性をオフセットするように、硬化シュラウド
又はカラー３０及び／又は形状が方位角で変わる誘電体インナシールド３８によって半導
体ウェーハ又はワークピース２０を取り囲むことによって改善されることが可能である。
特に、誘電体インナシールド３８は、方位角の機能として厚さ又は内径を変えることが可
能であり、又は高架カラー３０ａは、方位角の機能として高さ又は内径を変えること可能
である。
【００８４】
例えば、図１０Ａから図１０Ｅは、高さが方位角で変わる「波形」シュラウド又はカラー
３０aを示している。カラー３０aの波形は、隣接した電磁石コイルの端部７６近くの磁界
の強さより低い各電磁石コイルの軸近くの磁界の強さを生成する電磁石７１から７４を保
証する。特に、波形コイル３０ａは、９０°（±２０°）の倍角を有し、また４５°（±
２０°）の奇数倍を有する方位角で高い位置８１を有する。図示されている好ましい実施
形態において、高い及び低い部分８１と８２の高さは、それぞれに、９ｍｍと５ｍｍであ
る。波形カラー３０ａの最も内側端部は、カラーの方位角整列を維持するように、陰極２
２の対応するフラット部分と噛合う０°及び９０°の方位角のフラット部分８４を有して
いる。
【００８５】
上述した波形カラー３０ａと均一の高さを有する従来のカラー３０とを比較した。すべて
のテストは、上述のように直角位相で駆動される４つの電磁石を用いた図９Ａ及び図９Ｂ
に示したものと類似のＭＥＲＩＥチャンバで行われた。テストされた各ワークピース２０
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は、二酸化ケイ素の層が従来の熱化学堆積プロセスによって置かれた２００ｍｍの直径の
シリコンウェーハであった。従来のカラー及び波形カラーは、２０３ｍｍの内径を有する
。テストは、酸化物層をエッチングするプロセスの空間均一性を測定した。腐食プロセス
のパラメータは、５０ｓｃｃｍ　ＣＨＦ3、１０ｓｃｃｍ　ＣＦ4、１５０ｓｃｃｍ　Ａｒ
、２５０ｍＴｏｏｒチャンバ圧力、１０００ワットＲＦ電源及び５０Ｇａｕｓｓ（ガウス
）磁界の強さであった。ウェーハ表面に均一に分配された２２５部分で腐食速度をサンプ
ルした１つのテストにおいて、腐食速度の１シグマ空間均一性は、従来のカラーで２．１
％、波形カラーで１．５％であり、２８％の改善であった。ウェーハの周辺近くの異なる
方位角の１７部分で腐食速度をサンプルした別のテストにおいて、腐食速度の１誌熊空間
均一性は、従来のカラーで８．２％、波型カラーで４．３％であり、４７％の改善であっ
た。
【００８６】
従来のカラー３０について、空間不均一性は、磁界が最も弱い９０°のマルチプルである
方位角の低い腐食によって大幅に生じた。波形カラー３０ａは、高さが９０°のマルチプ
ルである方位角で最高であり、それによって、磁界が最も弱いこれらの領域の腐食速度が
増大したので、本テストの腐食速度の空間不均一性は改善された。波形カラー３０ａが最
も高い所での腐食速度の増大は、図３に図示されるように高架カラーのインナ表面３２が
、ウェーハ２０の方に荷電粒子３６を拡散する「集束効果」によって生じると考えられる
。更に、波形カラーの最も高い部分８１での腐食速度の増大は、インナ表面３２が、図３
に示されるように、且つ下記により完全に記述されるように、ワークピースの平面で略１
３５°の角度を形成する場合、最大にされることが可能であると考える。
【００８７】
幾つかの半導体製造プロセスにおいて、カラーの高さを増大すると、上述した二酸化ケイ
素腐食プロセスで観察されたように逆効果となることがある。特に、カラーの高さを増大
すると、２つのメカニズム：カラーの内径外側の領域からワークピースへのプロセスガス
成分の移動を妨げること（「陰影」又は「空乏」効果）によって、またワークピースから
離れて上方軸方向にプラズマを押し上げることによって、プロセス速度が減少する。更に
、カラーの高さを増大すると、以前に記述したように、プロセス依存して、プロセスを増
大するか、又は減少するかである「抵抗時間」効果を増大する。その結果、波形リングを
新規プロセスに適用するとき、プロセス速度が、隣接した波形リングの高い部分８１（又
は低い部分８２）を増大するか、又は減少するかを決定するために、ワークピースの周辺
まわりの幾つかの部分でプロセス速度（例えば、プロセスにより、腐食速度又は堆積速度
）を測定することは慎重になる。
【００８８】
集束効果が閉じ込め効果より優るテストされた二酸化ケイ素腐食プロセスなどのプロセス
において、閉じ込め効果は、カラーの高さが更に増大される場合、優勢であると考える。
特に、特定の部分を超えてカラーの高さを増大すると、集束効果によりプロセス速度が増
大するよりも閉じ込め効果によりプロセス速度が減少すると予想される。結果的に、スリ
ット７８近くでの以前に記述したプロセス速度拡張に対する解決は、高架カラーをスリッ
トに隣接して特に高くし、高いアカラーが、スリットとワークピースとの間の試薬の移動
を妨げるようにすることであると考える。
【００８９】
高架カラーの高さに方位角変形を与える別の方法は、カラーの高架部分の内径に方位角の
変形を設けること、即ち、ワークピース２０の周辺とカラーの高架部分のインナ表面３２
との間の間隙を変えることである。内径を減少する（即ち、間隙を減少する）と、一般に
、カラーの高さを増大するのと同じようにプロセス速度を変化する。
【００９０】
更に、プロセス速度における方位角変化をオフセットする別の方法は、ワークピースの周
辺を取り囲む誘電体インナシールド３８の軸方向の厚さＤ、又は半径方向の幅Ｗに対応す
る方位角変化を設けることである。チャンバの不均一性又は非対称が反応を減少する傾向
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がある方位角で、誘電体インナシールド３８が、陰極電極２２からプラズマに多少のＲＦ
パワーを結合するように、薄く又は広くすることである。逆に言えば、チャンバの不均一
性又は非対称が反応速度を増大する傾向にある方位角で、誘電体インナシールド３８が、
陰極電極２２からプラズマにより少ないＲＦパワーを結合するように、厚く又は狭くする
ことである。薄い部分を介して誘電体インナシールド３８を結合する増大されたＲＦパワ
ーは、これらの方位角でプラズマの密度を増大し、その結果として、これらの方位角で反
応速度を増大する。その結果、プロセス速度又はその他のプロセス性能パラメータにおけ
る方位角不均一性は、方位角の変化をオフセットするように、誘電体インナシールド３８
を製造することによって修正されることが可能である。
【００９１】
例えば、図９Ａに示した例示的なプロセスチャンバは、スリット７８が、ウェーハの隣接
した領域近くに多量の試薬を供給し、それによって、ウェーハ２０の領域の反応速度増大
するので、方位角不均一性を生ずる。この不均一性は、厚さが、他の方位角位置における
よりもスリット７８近くで大きい環状誘電体インナシールド３８でウェーハを取り囲むこ
とによって改善される。
【００９２】
高架カラー３０ａと異なり、誘電体インナシールド３８は、半導体ワークピースの平面の
上を延びる必要はない。実際に、チャンバで行われるプロセスの副作用として誘電体シー
ルドに避け難い蒸着する物質によるワークピースの閉じ込めを最小とするために、誘電体
シールドが、全体にワークピースの平面の下にあることは好都合である。誘電体シールド
がワークピースの平面の下にある場合、誘電体シールドから剥がれるか、又は分離する堆
積物質のあらゆる粒子は、ワークピースには落ちることはない。
７．誘電カラーインナ表面の光角
発明の背景に述べたように、従来のプロセスキットの問題は、プロセスキットが、プラズ
マシースからのイオンの衝撃によって高速で腐食されることであり、それによって、首尾
一貫したプロセス性能を維持するために頻繁に取り換える必要があることである。腐食は
、一般に、ウェーハの周辺に密接したプロセスキットの部分デ最も速い。そこで腐食が最
も早い理由は、イオン（図１に矢印１０６で示されている）が、高架カラー３０の露呈さ
れる内方に面する壁３２に衝撃を与え、そして荷電粒子（矢印１０８で示されている）を
、ワークピース２０の周辺近くの領域１０４の方に拡散させるからである。
【００９３】
ウェーハの周辺近くのプロセスキットの露呈部分の腐食は、一般に、図２及び図３に示さ
れるようにウェーハの中心軸に対してある角度をなして高架カラー又はシュラウド３０の
露呈されている内方に面している表面３２を方向付けすることによって減少されることが
可能であり、この角度は、約２０°から３５°の範囲にあることが好ましく、約３０°か
ら４５°の範囲にあることがより好ましい。また、カラーの露呈インナ表面３２は、ウェ
ーハの表面と鈍角を形成し、この角度は、１１０°から１４５°であることが好ましく、
１２０°から１３５°であることがより好ましい。カラーのインナ表面のこの角度方向付
けのため、インナ表面３２（矢印３６で示されている）に衝撃を与えるイオン（図３の矢
印３４で示されている）は、図１に示される従来の誘電カラー３０のように下方に拡散す
るよりむしろウェーハの中心軸の方に横方向に拡散され、このインナ表面３２は、更に鉛
直に方向付けられる。その結果、本発明において、拡散されたイオンは、従来の誘電カラ
ーに対するようにウェーハの端部に集中されるよりむしろ、ウェーハの上方の広い領域一
面に分配される。
【００９４】
上述の角度の方向付けにより、ワークピース２０の端部に密接するプロセスキットの部分
の腐食を減少する。例えば、腐食が減少されるプロセスキットの部分は、図３及び図８Ａ
の実施形態の非誘電リング５０と、図８Ｂの非誘電リング６０とである。更に、この角度
の方向付けにより、ワークピースの周辺近くの過剰のオン密度により、プラズマプロセス
の空間不均一性を改善する。
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【００９５】
ウェーハの表面に対する１３５°の角度は、荷電粒子の水平拡散を最大化するので、理想
的であるが、プラズマ強化プロセスの空間均一性を最適化するために、多少異なる角度を
選択するという実際的な理由がある。特に、ウェーハ周辺とシュラウドのインナ表面３２
との間の間隙がきわめて小さいとき、更に鉛直な角度（即ち、９０°に近い）が望ましい
。
【００９６】
図５及び図７に図示されるように、露呈される内方に面する表面が、ワークピース２０に
面する高架カラーは、誘電体シールド３０よりむしろ非誘電リング５０であるべきである
。ワークピース２０の端部に隣接した非誘電リング５６（図５）又は５０（図７）の露呈
部分の腐食を最小にするために、非誘電体の露呈される内方に面する表面５９は、上述さ
れるようにワークピース表面に対してある角度をなすことが好ましい。図６に図示されよ
うに、高架カラー又はシュラウドの露呈される内方に面する表面は非誘電リング５０の露
呈されている表面５９とともに誘電体シールド３０の露呈されている表面３２を含んでも
よい。内方に面する表面３２，５９は、上述のように角度をなすことが好ましい。
８．その他
「上」「下」「上方」「下方」などの方向に関する明細書及び請求項におけるすべての引
用は、互いにコンポーネントの位置を単に示すものであり、重力の方向に対するコンポー
ネントの方向付けを示すものではない。地球の重力の方向は本発明には関係ない。例えば
、図示されている設計は、半導体ウェーハの処理を逆さにすることが可能であり、この場
合、本特許明細書及び請求書に「上」及び「下」として記述されている方向は、実際には
、地球の重力の方向に対してそれぞれに「下」「上」となる。
【００９７】
第１コンポーネントが、保護リングの周辺を取り巻く誘電体シールドのアウタ部分、又は
ワークピースの周辺を取り巻く保護リングのアウタ部分など第２コンポーネントの周辺を
「取り巻く」又は「取り囲む」するとき、２つのコンポーネントが同一平面上であること
を含意すること意味していない。例えば、リングがウェーハの平面の下にあるとしても、
図３のウェーハ２０の周辺を取り巻くような保護リング５０のアウタ部分と記述する。更
に、「取り巻く」という言葉は、円形状に限定されるものではない。
【００９８】
より精密に「取り巻く」又は「取り囲む」を定義する１つの方法は、第１コンポーネント
は、半径方向位置が外側にある、又は第２コンポーネントの周辺を越えるアウタ部分を含
むことである。より精密に「取り巻く」又は「取り囲む」を定義する別の方法は、第２コ
ンポーネントが、実質的に二次元表面にあるとき、表面の上の第１コンポーネントのアウ
タ部分の突起は、その表面の上の第２コンポーネントの周辺の突起を取り囲むことである
。更に、「取り巻く」又は「取り囲む」の別の定義は、第２コンポーネントが対称の軸を
有するとき、対称の軸に垂直な表面の上の第１コンポーネントのアウタ部分の突起は、そ
の表面の上の第２コンポーネントの周辺の突起を取り囲むことである。これらの定義のす
べては、ワークピースが、本質的にフラットである最も普通の状態において同等である。
ワークピースがフラットでない場合、そのとき、最も適切な定義は、ワークピースの幾何
図形的配列によって異なる。
【００９９】
「リング」という言葉は、軸を取り巻くオブジェクトを記述するために用いるが、リング
は、円形対称ではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　先行技術の誘電体シールドの断面図である。
【図２】　厚いアウタ誘電体シールドと薄いインナ誘電体シールドとを備える誘電体シー
ルドを有し、且つインナシールドをカバーする非誘電カラーを有する本発明によるプラズ
マチャンバの概略長手方向断面図である。
【図３】　図２の誘電体シールド及び非誘電カラーのクローズアップ断面図である。
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【図４】　薄いインナ誘電体シールド及び非誘電カラーが、図３の実施形態より計方向に
広い誘電体シールド及び非誘電カラーの別の実施形態の断面図である。
【図５】　ウェーハの表面より軸方向に高く延びる第２非誘電カラーを更に備える本発明
の２つの別の実施形態の断面図であり、第２リングが、図６の実施形態におけるより図５
の実施形態において依り大きく、軸方向に高い図である。
【図６】　ウェーハの表面より軸方向に高く延びる第２非誘電カラーを更に備える本発明
の２つの別の実施形態の断面図であり、第２リングが、図６の実施形態におけるより図５
の実施形態において依り大きく、軸方向に高い図である。
【図７】　非誘電保護カラーが、誘電体シールドの全上部とインナ表面をカバーする実施
形態の断面図である。
【図８Ａ】　ばねが、非誘電リングをウェーハと良好な電気接触するように押す実施形態
の断面図である。
【図８Ｂ】　図８Ａの実施形態より複雑な形状の非誘電リングを有する実施形態の断面図
である。
【図９Ａ】　先行技術のＭＥＲＩＥチャンバの部分切り欠き斜視図である。
【図９Ｂ】　図９Ａのチャンバの電磁石の概略平面図である。
【図１０】　本発明による波形カラーの平面図である。図１０Ｂ乃至１０Ｅは、波形カラ
ーの断面図である。
【図１１Ａ】　図１の従来の誘電体シールド及び図４の新規な誘電体シールをそれぞれに
使用するウェーハの表面の腐食速度のアイソメトリックチャートである。
【図１１Ｂ】　図１の従来の誘電体シールド及び図４の新規な誘電体シールをそれぞれに
使用するウェーハの表面の腐食速度のアイソメトリックチャートである。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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